
令和６年度〔第１四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
琵琶湖環境部

（注）※１、※２の説明

環境政策課 令和６年度しが水環境
ビジネス推進フォーラム
研究・技術分科会運営
業務委託

研究・技術分科会運営
やブランド化事業

令 和 6 年 6 月 7 日 ～ 令 和 7 年 3 月 21 日 有限会社とーく 8,983,700 本業務においては、水環境ビジネスの実用化へ
向けた技術開発等の促進、水環境技術等のブラ
ンド化に取り組むものであり、水環境技術や国内
外の動向等に関する専門的知見および技術開
発から実用化に至るまでの各段階を支援するこ
とができる高度な企画力・調整力を有する民間
企業のノウハウ等を取り入れて業務を実施する
ことが必要であるため、競争入札に適しないこと
から、公募型プロポーザル方式により相手方を
選定したため。

2 4

環境政策課 令和６年度滋賀県琵琶
湖環境科学研究セン
ター調査船運航および
保守管理業務委託

令和６年度滋賀県琵琶
湖環境科学研究セン
ター調査船運航および
保守管理業務

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 琵琶湖汽船株式会社 33,671,727 琵琶湖全域を運航エリアとして熟知し、琵琶湖各
地に桟橋を所有・管理し、緊急時や悪天候時に
迅速に対応可能で、良好な運航実績等を持つ唯
一の業者であるため。

2 3イ

琵琶湖保全再生
課

令和６年度マザーレイク
ゴールズ（MLGs）推進
事業業務委託

MLGｓ推進事業の実施 令 和 6 年 6 月 6 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 近畿日本ツーリスト株式
会社滋賀支店

7,687,405 本委託業務においては、琵琶湖に関わる多様な
主体をつなぎ、自発的に様々な活動や事業が生
み出される方策の提案が求められており、受託
者は、琵琶湖に関わる多様な主体の活動に関す
る高度で専門的な知識・技術・企画力・ノウハウ・
既存の活動団体とのつながりを有する必要があ
るため、競争入札に適しないことから、プロポー
ザル方式により契約の相手方を選定したため。

2 4

琵琶湖保全再生
課

令和６年度第１号水草
除去業務委託

琵琶湖（南湖）の水草根
こそぎ除去業務

令 和 6 年 4 月 22 日 ～ 令 和 7 年 3 月 21 日 滋賀県漁業協同組合連
合会

60,742,000 水草を根こそぎ除去する手法について、漁船と
貝引き漁具による方法が効率よく水質への影響
も少ない。漁船と貝引き漁具による除去は漁業
者でなければできず、約40隻の漁船が同時に作
業を行うことから複数の漁業協同組合を取りまと
めることのできる滋賀県漁業協同組合連合会で
なければ適切に実施することができないため。

2 3イ

琵琶湖保全再生
課

令和６年度第２号水草
対策管理・有効利用等
業務委託

水草対策事業の管理と
水草の有効利用

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 公益財団法人淡海環境
保全財団

98,329,000 本業務に関するノウハウを有している者は他に
おらず、県と共同で「水草有効利用推進計画書」
を策定していることから、他に代替しうる者はい
ないため。

2 3イ

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場
合（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締
結日）

契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等



根拠
法令
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適用
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※２

契約担当組織
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琵琶湖保全再生
課

令和６年度外来魚回収
業務委託

回収いけすおよび釣り
大会における外来魚の
回収、堆肥化による有
効利用

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 特定非営利活動法人Ａ
ＪＡ

5,950,000 本業務は、外来魚回収いけすに投入された外来
魚の定期的な回収等を行うとともに、回収した外
来魚を堆肥化し、有効利用する。この業務を委
託できる事業者は、「化製場等に関する法律」に
基づく許可を取得し、250kg/日程度の処理能力
を持つ堆肥化処理機械を有し、かつ農園を所有
している事業者は他にいないため。

2 3イ

循環社会推進課 プラスチックごみおよび
食品ロス削減等普及啓
発委託

プラスチックごみおよび
食品ロス削減等普及啓
発委託

令 和 6 年 5 月 28 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 株式会社エフエム滋賀 7,331,999 本業務の目的を達成するためには、訴求力の高
い啓発業務を一体的に実施する必要があるた
め、価格のみでの競争ではなく、企画・制作力や
専門性を総合的に評価し、最も優れた者を計画
の相手方として選定する必要があり、競争入札
に適しないことから、プロポーザル方式により契
約の相手方を選定したため。

2 4

循環社会推進課 令和６年度　第RD-1号
旧産業廃棄物最終処分
場支障除去等対策事業
評価支援業務委託

対策工事の有効性およ
び旧処分場の安定化へ
のプロセスの評価支援

令 和 6 年 6 月 4 日 ～ 令 和 7 年 3 月 21 日 株式会社　建設技術研
究所　滋賀事務所

9,680,000 当事業の基本方針を策定するにあたっての既往
調査の解析過程に加えて、対策工事中の旧処
分場の状況、専門家の助言内容の蓄積、ならび
に周辺住民との合意形成の過程について熟知
し、継続的に業務を行った者でなければ業務を
進められないため。

2 3イ

下水道課 令和６年度下水汚泥有
効利用調査研究業務委
託

下水汚泥を安定的、持
続的に有効利用するた
め緑農地利用するため
の方法の研究等

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 14 日 公立大学法人滋賀県立
大学

12,000,000 本業務を達成するためには、下水汚泥等の物性
把握から現在実用化に至っていない有効利用方
法の研究まで、一連の調査研究を最新の知見に
基づき実施する必要があり、高度な専門性や技
術力が求められるため。また、今後の下水汚泥
の有効利用に向けた各種調査や研究を、令和
４、５年度に得たノウハウを基に引き続き令和６
年度も実施する必要があり、令和４、５年度の受
託者が継続して研究を行う必要があるため。

2 3イ

下水道課 令和６年度湖南中部浄
化センター産業廃棄物
埋立処分委託

下水ばいじんの処分業
務（単価契約）

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 大阪湾広域臨海環境整
備センター

38,610,000 本県は大阪湾フェニックス計画に参画しており、
処分予定量に見合った建設負担金を拠出してい
ることから一般に比べ著しく安価な単価が適用さ
れるため。

7

下水道課 令和６年度東北部浄化
センター産業廃棄物埋
立処分委託

下水ばいじんの処分業
務（単価契約）

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 大阪湾広域臨海環境整
備センター

12,870,000 本県は大阪湾フェニックス計画に参画しており、
処分予定量に見合った建設負担金を拠出してい
ることから一般に比べ著しく安価な単価が適用さ
れるため。

7



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締
結日）

契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

下水道課 淡海環境プラザ管理運
営業務委託

淡海環境プラザの施設
運営および維持管理業
務

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 公益財団法人淡海環境
保全財団

51,167,000 淡海環境保全財団は水質保全や下水処理に関
する事業を実施しており、水質管理等の技術支
援や下水道事業の普及啓発を行う本県唯一の
団体である。淡海環境プラザは、汚水処理の効
率化や省エネルギー化等技術の普及・展開の支
援や県民等の環境学習を展開する施設であり、
本業務では、維持管理と施設運営を一体的に運
営することで効率的かつ効果的な事業の推進を
図るが、このような業務委託に適する者は他に
ないため。

2 3イ

下水道課 R06GS18-16琵琶湖流
域下水道湖南中部浄化
センター建設工事委託
（汚泥運搬設備・汚泥脱
水設備の再構築）（協
01）

監視制御施設			電気設備
工事（更新）	一式
汚泥処理運転操作施設		
電気設備工事（更新）	一
式
汚泥処理計装施設		電気
設備工事（更新）	一式

令 和 6 年 4 月 23 日 ～ 令 和 9 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 997,000,000 日本下水道事業団は地方公共団体が出資して
設立された地方共同法人で、多種にわたり高度
な技術を要する下水道事業の計画から維持管
理までを官業代行できる唯一の団体であるた
め。
＊債務負担行為を含む契約

2 3イ

下水道課 R06GE24-17琵琶湖流
域下水道東北部浄化セ
ンター再構築基本設計
作成委託（耐震実施計
画）（協02）

耐震実施計画（非線形
解析、対象施設　第1ポ
ンプ棟）	一式

令 和 6 年 4 月 23 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 45,000,000 下水道事業団は地方公共団体が出資して設立
された地方共同法人で、多種にわたり高度な技
術を要する下水道事業の計画から維持管理まで
を官業代行できる唯一の団体であるため。

2 3イ

下水道課 R06GS23-18琵琶湖流
域下水道湖南中部浄化
センター実施設計作成
委託（放流ポンプ・返流
水管再構築）（協03）

返流水管に関わる基本
設計　一式
放流ポンプに関わる詳
細設計　一式

令 和 6 年 5 月 15 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 51,800,000 日本下水道事業団は地方公共団体が出資して
設立された地方共同法人で、多種にわたり高度
な技術を要する下水道事業の計画から維持管
理までを官業代行できる唯一の団体であるた
め。

2 3イ

下水道課 R06GT23-19琵琶湖流
域下水道高島浄化セン
ター実施設計作成委託
(５号池増設)（協04）

詳細設計　一式 令 和 6 年 6 月 6 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 20,000,000 日本下水道事業団は地方公共団体が出資して
設立された地方共同法人で、多種にわたり高度
な技術を要する下水道事業の計画から維持管
理までを官業代行できる唯一の団体であるた
め。

2 3イ

下水道課 R06GS17-20琵琶湖流
域下水道湖南中部浄化
センター建設工事委託
（管理棟ほか建築機械
の再構築）（協05）

管理施設	建築工事（更
新）			一式
管理施設	建築機械設備
工事（更新）	一式
管理施設	建築電気設備
工事（更新）	一式

令 和 6 年 6 月 18 日 ～ 令 和 8 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 352,000,000 日本下水道事業団は地方公共団体が出資して
設立された地方共同法人で、多種にわたり高度
な技術を要する下水道事業の計画から維持管
理までを官業代行できる唯一の団体であるた
め。
＊債務負担行為を含む契約

2 3イ

下水道課 R05GE55-16琵琶湖流
域下水道東北部浄化セ
ンター汚泥焼却設備維
持管理業務委託

汚泥焼却施設維持管理
業務

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 9 年 3 月 31 日 メタウォーターサービス
株式会社

1,015,410,000 再度の入札に付し落札者がいなかったため。
＊債務負担行為を含む契約
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根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締
結日）

契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

下水道課 R06GA20-01琵琶湖流
域下水道管理台帳シス
テム運用保守業務委託

下水道管理台帳システ
ム運用保守

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 株式会社NJS 7,150,000 本業務の運用保守対象システムは、データ閲
覧・編集機能向上のため、パッケージ化ソフトを
独自にカスタマイズしたシステムであり、当該事
業者が当該システムのソフトウェアの著作権を
有しているため。

2 3イ

下水道課 令和６年度滋賀県琵琶
湖流域下水道事業公営
企業会計システム運用
保守業務委託

滋賀県琵琶湖流域下
水道事業公営企業会
計システムに係る運
用保守業務

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和11年3月31日 株式会社BSNアイネット 13,530,000 当該システムのソフトウェアの著作権を当該事
業者が有しており、他に代替しうる者がいないた
め。
＊長期継続契約

2 3イ

森林政策課 森林環境学習「やまの
こ」事業業務委託

森林環境学習「やまの
こ」事業業務委託

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 近江富士　楽えんパート
ナーズ

11,786,626 学習施設の指定管理者であり、フィールドに精
通しているとともに、森林環境学習に対して確か
な技術と実績を持っており、他に代替する者はい
ないため。

2 3イ

森林政策課 森林情報アドバイザー
制度推進事業委託

森林情報アドバイザー
制度推進事業委託

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 滋賀県林業協会 5,294,300 当協会は森林整備協議会の運営について実績
があり、アドバイザー業務に適格な人材を確保
できる唯一の機関であるため。

2 3イ

森林政策課 滋賀県森林情報等解析
業務委託

滋賀県森林情報等解析
業務委託

令 和 6 年 5 月 29 日 ～ 令 和 7 年 1 月 31 日 株式会社パスコ滋賀支
店

37,400,000 当該業務については森林に関する高度な知識を
用いた解析方法の検討と各市町に応じた支援を
行うための企画・提案力が必要となる特性によ
り、競争入札に適しないことから、公募型プロ
ポーザル方式により契約の相手方を選定したた
め。

2 4

びわ湖材流通推
進課

圃場管理業務委託（湖
北林業苗圃）の委託

圃場管理業務（湖北林
業苗圃）

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 滋賀北部森林組合 6,996,000 当該業務は、専門的知識と特殊技術要する作業
である。滋賀北部森林組合は、長年本事業を受
託し事業内容を熟知しており、作業員が高度な
専門性を有していることから、他に代替しうる者
はいないため。

2 3イ

びわ湖材流通推
進課

圃場管理業務委託（油
日林木育種場）

圃場管理業務（油日林
木育種場）

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 滋賀中央森林組合 34,980,000 当該業務は、専門的知識と特殊技術要する作業
である。滋賀中央森林組合は、長年本事業を受
託し事業内容を熟知しており、作業員が高度な
専門性を有していることから、他に代替しうる者
はいないため。

2 3イ

びわ湖材流通推
進課

滋賀もりづくりアカデミー
運営委託

滋賀もりづくりアカデミー
運営委託

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 滋賀県森林組合連合会 57,162,600 当該業務は、木材生産現場での作業効率の向
上のための人材育成が目的であり、そのために
は、現状の作業工程を分解しその中に潜むムダ
などを発見し、それを改善することが求められ
る。本県の林業の現場条件に応じた研修を企画
できうる立場の者が必要である。また、受講対象
者である県内の林業事業体の現状を把握してい
ること、各者の実力に応じた研修メニューを設定
し、実行するなど県内の林業事業体を把握して
いる必要があり、他に代替しうる者はいないた
め。

2 3イ
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びわ湖材流通推
進課

木育推進強化事業業務
委託

木育推進強化事業業務
委託

令 和 6 年 4 月 8 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 滋賀県木材協会 7,999,200 木育の推進により県産材の利用拡大を図り、木
育に取り組む幅広い人材を育成するものであ
り、木育の普及促進には地域材をはじめとする
木材に対する愛着を育む必要があり、木材供給
者と木製品の製作者との連携を図ることが重要
となるため、それには県内の木材業者や製材業
者を会員として業界を把握していることを要し、
他に代替しうる者はいないため。

2 3イ

森林保全課 標準積算システム運用
保守管理業務委託

標準積算システム運用
保守管理業務

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 一般社団法人農業農村
整備情報総合センター

5,038,000 本業務については、委託者がソフトウェアの知的
財産権を有しており、ソースコードを公開してい
ないことから、他に代替しうる者がいないため。

2 3イ

自然環境保全課 令和６年度自然公園施
設管理委託（市委託分）

自然公園施設の維持管
理

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 長浜市 12,315,300 定期的な清掃・草刈り等作業以外に、突発的な
清掃や施設修繕等の必要性について点検作業
も要求されるため、当施設の近隣地域に所在
し、緊急時等において素早い対応が可能な地方
公共団体に委託するのが最も効果的であるた
め。

2 2

自然環境保全課 令和６年度自然公園施
設管理委託（市委託分）

自然公園施設の維持管
理

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 高島市 11,790,000 定期的な清掃・草刈り等作業以外に、突発的な
清掃や施設修繕等の必要性について点検作業
も要求されるため、当施設の近隣地域に所在
し、緊急時等において素早い対応が可能な地方
公共団体に委託するのが最も効果的であるた
め。

2 2

自然環境保全課 令和６年度森林動物行
動圏等調査事業業務委
託

森林動物行動圏等の調
査

令 和 6 年 6 月 6 日 ～ 令 和 7 年 3 月 24 日 株式会社野生動物保護
管理事務所関西支社

9,489,700 業務には、野生動物の生態や生息生育環境に
関する知識を有し、変化する野生動物の行動状
況に対応する能力が必要となり、競争入札に適
しないことから、プロポーザル方式により契約の
相手方を選定したため。

2 4

自然環境保全課 令和６年度カワウ広域
管理捕獲実施事業業務
委託

竹生島・伊崎半島等で
のカワウ銃器捕獲

令 和 6 年 6 月 7 日 ～ 令 和 7 年 3 月 24 日 一般社団法人滋賀県猟
友会

9,002,950 業務には、カワウの生態に精通し、変化する行
動状況に対応した捕獲方法を実行する能力が
必要となり、競争入札に適しないことから、プロ
ポーザル方式により契約の相手方を選定したた
め。

2 4

琵琶湖環境科学
研究センター

令和６年度在来魚の生
息状況に関する調査研
究業務委託

令和６年度在来魚の生
息状況に関する調査研
究業務

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 国立研究開発法人　国
立環境研究所

17,000,000 「湖沼環境研究分野の研究連携拠点における連
携協力に関する基本協定」を国立環境研究所、
滋賀県、環境省で締結し、協定第２条第１項にお
いて「琵琶湖における湖沼環境研究の実施」が
規定されており、当該規程に基づく研究となるこ
とから、国立環境研究所以外に実施主体がない
ため。

2 1
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琵琶湖環境科学
研究センター

令和６年度琵琶湖の水・
湖底環境の健全性評価
に関する調査研究業務
委託

令和６年度琵琶湖の水・
湖底環境の健全性評価
に関する調査研究業務

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 国立研究開発法人　国
立環境研究所

17,000,000 「湖沼環境研究分野の研究連携拠点における連
携協力に関する基本協定」を国立環境研究所、
滋賀県、環境省で締結し、協定第２条第１項にお
いて「琵琶湖における湖沼環境研究の実施」が
規定されており、当該規程に基づく研究となるこ
とから、国立環境研究所以外に実施主体がない
ため。

2 1

琵琶湖環境科学
研究センター

琵琶湖流域における水
中プラスチック量の把握
に関する調査業務委託

琵琶湖流域における水
中プラスチック量の把握
に関する調査業務

令 和 6 年 4 月 24 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 東レテクノ株式会社 13,750,000 プラスチックがどの程度琵琶湖に流入している
かの調査について、重量の分析が必要であり、
その分析を行うには当該業者が独自に開発した
手法を用いるほかなく、その手法は公開されて
おらず、他に代替性がないため。

2 3イ

琵琶湖博物館 令和6年度　滋賀県立琵
琶湖博物館広報業務委
託

琵琶湖博物館広報業務 令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 株式会社ベクトル 20,200,400 本業務はパブリシティ活動など広報活動を展開
するとともに、誘客促進につながる効果的な広
報事業を実施するものであるが、パブリシティ活
動等の広報業務については、専門的な知識や
豊富な実践経験が必要となるため、競争入札に
適しないことから、プロポーザル方式により契約
の相手方を選定したため。

2 4

琵琶湖博物館 令和６年度滋賀県立琵
琶湖博物館空調機等保
守管理業務委託

博物館の空調機等保守
管理業務

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 ダイキン工業株式会社
西日本サービス部

5,610,000 当該業者が設計製造メンテナンスを行っており、
他に代替するものがいないため。

2 3イ

南部流域下水道
事務所

令和６年度　琵琶湖流
域下水道守山栗東雨水
幹線施設維持管理業務
委託

守山栗東雨水幹線の維
持管理業務

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 守山市 5,863,000 計画段階より守山市が維持管理を行うことで合
意しており、協定書にも記載してあるため。

2 2

南部流域下水道
事務所

令和６年度　琵琶湖流
域下水道山寺川市街地
排水浄化施設維持管理
業務委託

山寺川市街地排水浄化
施設の維持管理業務

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 草津市 12,924,000 計画段階より草津市が維持管理を行うことで合
意しており、協定書にも記載してあるため。

2 2

湖北森林整備事
務所

令和６年度「やまと都市
をつなぐ」森林山村活性
化事業委託

森林山村地域の地域資
源活用等

令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 森林マッチングセンター
運営協議会

10,395,000 当協議会構成員は管轄地域の振興を担う事業
者であるとともに、長浜市における指定管理者と
して多数の公共施設の運営管理を実施してお
り、公の施設の維持管理や運営、林業者の育成
や技術指導、就労支援等についての専門的な
技術や実績を有し、長浜市北部地域をすべて包
括し事業を着実に遂行できる唯一の組織であ
る。
また、同協議会は、当該事業の目的の達成のた
めに平成28年10月に「ながはま森林マッチング
センター」を開所し、同センターを運営する唯一
の組織であり、他に代替しうる者がいないため。

2 3イ


